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〇 主な関係法令 

 

関係法令 省略表記 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

（平成１７年法律第１２３号） 

障害者総合支援法 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号） 

基準省令 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準について（平成１８年障発第１２０６００１号） 

解釈通知 

川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２９年１２月条例第６３号） 

基準条例 

川口市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成２９年１２月条例第６４号） 

基準条例（施設） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２

３号） 

報酬告示 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて（平成１８年障発第１０３１００１号） 

留意事項通知 

障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ Ｑ＆Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ はじめに 

  平成３０年４月の中核市移行により、障害福祉サービス事業所の指定権限について

は、埼玉県から川口市に移譲されました。 

  ここでは、施設・通所・居住系サービスの実施に際し、特に留意をしていただきたい

点をまとめましたので、制度を理解のうえ、今後も適切な事業運営を実施していただく

ようお願いいたします。 

 

１ 根拠法令 

（１） 指定基準についての根拠法令 

①川口市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２９年１２月条例第６３号）→基準条例 

②川口市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２９年１２月条例第６４号）→基準条例（施設） 

 

２ 市独自の基準について 

  障害福祉サービス基準等条例は、国の省令に基づき制定をしております。その中で、

市独自の基準として制定されている事項は次のとおりです。 

（１）共通事項（すべてのサービスにおいて該当） 

非常災害対策、事故防止対策 

本市の独自基準 埼玉県の独自基準 国基準（参考） 

非常用食料、飲料水等、非常

災害に必要な物資の備蓄 

非常用食料、飲料水等、非常

災害に必要な物資の備蓄 

（なし） 

事故防止等に関する措置 事故防止等に関する措置 （なし） 

 

（２）生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 

訓練・作業室の面積、静養室の設置 

本市の独自基準 埼玉県の独自基準 国基準（参考） 

訓練・作業室の面積は、定員

１人あたり３．３㎡ 

訓練・作業室の面積は、定員

１人あたり３．３㎡ 

訓練又は作業に支障が

ない広さを有すること 

静養室の設置 静養室の設置 （なし） 

 

（３）生活介護、自立訓練（機能訓練） 

医務室の設置 

本市の独自基準 埼玉県の独自基準 国基準（参考） 

医務室の設置 医務室の設置 （なし） 



Ⅱ 事業運営に係る留意事項について 

１ 運営に関する基準について 

（１）事業者の一般原則及び資格 

  ①個別支援計画の作成と適切なサービスの提供 

  →事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（個別支

援計画）を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する

とともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずるこ

とにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければ

ならない。 

  →事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者

又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければな

らない。＜基準条例第３条・基準条例（施設）第３条＞ 

  ②虐待防止に対する義務化 

   ※令和３年度まで：努力義務→令和４年度から：義務化 

  →事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

＜基準条例第３条・基準条例（施設）第３条＞ 

  →虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図ること。 

  →従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

  →虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者（責任者）を置くこと。 

＜基準条例第４０条の２・基準条例（施設）第５８条の２＞ 

（２）内容及び手続きの説明及び同意 

①重要事項の説明及びサービス提供開始の同意 

→事業者は、障害者等がサービスの利用の申し込みを行ったときは、当該利用者に係る

障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について当該利用申込

者の同意を得なければならない。＜基準条例第９条・基準条例（施設）第１０条＞ 

 

（３）契約支給量の報告等 

①契約支給量等の報告 

→事業者は、サービスを提供するときは、当該サービスの内容、支給決定障害者等に提

供することを契約したサービスの量、その他の必要な事項を支給決定障害者等の受給

者証に記載しなければならない、また、事業者は、サービスの利用に係る契約をした



ときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を当該支給決定を行った市町村に遅滞

なく報告しなければならない。＜基準条例第１０条・基準条例（施設）第１１条＞ 

⇒Ｐ１３「契約内容報告書」(参照) 

 

（４）受給資格の確認 

 ①受給資格の確認 

→事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によっ

て、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。＜障害

基準条例第１４条・基準条例（施設）第１５条＞ 

 

（５）心身の状況等の把握 

①利用者の把握（医療服薬の状況、アレルギーの有無、関与する親族の連絡先など） 

→事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環

境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなら

ない。＜基準条例第１６条・基準条例（施設）第１７条＞ 

⇒Ｐ１４，１５「アセスメントシート」(参照) 

 

（６）サービスの提供の記録 

 ①事業者は、サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項

を、サービスの提供の都度記録しなければならない、＜基準条例第１９条・基準条例

（施設）第２０条＞ 

②サービス提供の確認 

→事業者は、サービスの提供の記録に際しては、支給決定障害者等からサービスを提供 

したことについて確認を受けなければならない。＜基準条例第１９条・基準条例（施

設）第２０条＞ 

 

（７）介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等 

①利用者への通知 

→事業者は、法定代理受領により市町村から介護給付費又は訓練等給付費の支給を受け

た場合は、当該支給決定障害者等に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しな

ければならない。＜基準条例第２３条・基準条例（施設）第２４条＞ 

⇒Ｐ１６「法定代理受領通知」(参照) 

 

（８）個別支援計画の作成 

 ①サービス管理責任者による個別支援計画の作成 

→管理者は、サービス管理責任者に指定障害福祉、施設障害福祉サービスに係る個別支



援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

（ア）利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状

況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討しなけ

ればならない。 

（イ）個別支援計画は、適切な支援を提供するため、サービス提供日までに作成をしな

ければならない。なお、個別支援計画の作成がない場合は、適切なサービスの提供

がされていないものとして、報酬算定が認められない、もしくは報酬が減算とな

る。＜基準条例第５９条・基準条例（施設）第２６条＞ 

 ②計画の見直し 

  個別支援計画の見直し時期 

共同生活援助、療養介護、生活介護、就労継続支援（Ａ

型・Ｂ型）、就労定着支援、施設入所支援 

少なくとも６か月以内に

１回以上 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、自立

生活援助 

少なくとも３か月以内に

１回以上 

 

⇒Ｐ１７「個別支援計画の作成について」（参照） 

⇒Ｐ１８「障害福祉サービス並びに障害児通所支援における居宅介護計画及び個別支援計

画の取り扱いについて」（参照） 

 

（９）秘密保持について 

①従業者からの誓約書（秘密保持について） 

→従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう誓約書を締結するなどの必要な措置を講ずること。 

※退職後も秘密保持義務は恒久的に継続するものであるから、「退職後〇〇年」との期限

は設けないこと。 

②利用者からの個人情報提供同意書（秘密保持について） 

→サービス担当者会議や相談支援事業所とのやりとり等、他の事業者に利用者又は家族

に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及び家族の同意を得るこ

と。＜基準条例第３６条・基準条例（施設）第５３条＞ 

 

（10）業務継続計画の策定等の義務化 

  ※３年間の経過措置 

  →事業者は、感染症及び非常災害が発生した場合において、利用者に対する指定居宅

介護の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し、必要な措置を講じなければならない。 



  →事業者は、従業者に対し計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけ

ればならない。 

  →事業者は、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行う。 

   ＜基準条例第３３条の２・基準条例（施設）第４６条の２＞ 

 

（11）勤務体制の確保等 

①勤務体制の定めと実績の記録 

→事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、サービス事業所ごとに、

従業者の勤務の体制を定め、その勤務の実績とともに記録しておかなければならな

い。＜基準条例第６９条・基準条例（施設）第４６条＞ 

②研修計画の作成と記録の整備 

→事業者は、従業者の資質の向上のために研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を

実施しなければならない。＜基準条例第６９条・基準条例（施設）第４６条＞ 

③職場におけるハラスメント対策 

→事業者は、適切な指定障害福祉、施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

＜基準条例第６９条・基準条例（施設）第４６条＞ 

 

（12）非常災害対策 

①災害時における計画の策定と周知 

→事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災

害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 

②災害に備えた訓練の実施と地域住民の参加 

→事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

→事業者は、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければ

ならない。 

③物資の備蓄 

→事業者は、障害児の特性に応じ、食糧その他の非常災害時において必要となる物資の

備蓄に努めなければならない。 

＜基準条例第７１条・基準条例（施設）第４８条＞ 

 

 



（13）感染症の発生及びまん延防止等に関する取組の義務化 

  ※３年間の経過措置 

  →事業者は、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会を定期的に開催し、の結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

  →事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

  →従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること。＜基準条例第３４条＞ 

＜基準条例第９１条・基準条例（施設）第４９条＞ 

 

（14）掲示 

①運営規程の概要等の掲示 

→事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医

療機関その他、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

※見やすい場所（利用者の手の届くところ）に、 

＜基準条例第９３条・基準条例（施設）第５１条＞ 

②重要事項の掲示の代替措置 

→事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより掲示に代える

ことができる。＜基準条例第９３条・基準条例（施設）第５１条＞ 

 

（15）緊急時・事故発生時の対応 

  →事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町

村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事

故に際して採った処置について、記録しなければならない。 

  →事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生し、これにより賠償すべ

き損害があるときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。 

＜基準条例第４０条・基準条例（施設）第５８条＞ 

※あらかじめ、事故発生時の対応マニュアル等を作成し、職員に周知すること。 

 

（16）記録の整備 

  ①文書の整備と保管 

→事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。また、事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する規則で定める記録を

整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

＜基準条例第７６条・基準条例（施設）第６０条＞ 



２  報酬基準に関すること（減算について） 

（１）サービス提供職員欠如減算 

①サービス提供職員の配置基準が満たされていない。 

 →速やかに必要職員を配置すること。また、減算に該当する場合には、速やかに減算の

届出を提出すること。 

※指定基準の規定に定める人員基準を満たしていない場合、人員基準上必要とされる員数

から１割を超えて減少した場合にはその翌月から、１割の範囲内で減少した場合にはそ

の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、所定単位数の 70％を算定する。 

※減算が適用された月から３月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された３月

目から人員欠如が解消されるに至った月まで、所定単位数の 50％を算定する。 

＜留意事項通知 第二 １の（８）参照＞ 

（２）サービス管理責任者欠如減算 

①サービス管理責任者の配置基準が満たされていない。 

→速やかに必要職員を配置すること。また、減算に該当する場合には、速やかに減算の

届出を提出すること。 

※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から、人員欠如が解消さ

れるに至った月までの間につき、所定単位数の７０％を算定する。 

※減算が適用された月から５月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された５月

目から人員欠如が解消されるに至った月まで、所定単位数の５０％を算定する。 

＜留意事項通知 第二 １の（８）参照＞ 

（３）その他 

   就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について 

  ⇒Ｐ１９～Ｐ２８ 

 

３ 人員配置基準等の見直しについて 

各サービスにおいて、従業者の配置基準の根拠となる「利用者の数」については、前

年度の利用者数の平均値とすることになっていますが（短期入所を除く）、新規に指定

を受ける場合・定員を変更した場合等は、推定数によることとなっている。 

＜解釈通知の第二の２の（５）の①、②）＞ 

推定数を用いる期間は、新規指定・定員増をしたのか、定員減をしたのかによって変

わってきますが、推定数を用いる期間が終了した後、１０日以内に人員配置見直しに係

る申出書を提出する必要がある。 

それぞれの推定数を用いる期間は、次のページの図を参照すること。 

※年度内に定員変更がない場合は、４月に当該年度の前年度(毎年４月１日に始まり、翌

年３月３１日をもって終わる年度)の自主点検を行うこと。（提出不要ですが、書類の保

管は必要。） 



【算出例】 

対象期間：令和２年４月 ～ 令和３年３月 

延べ利用者数（Ａ） 開所日数（Ｂ） 平均利用者数（Ａ／Ｂ） 

４，１００ ２６４ １５．６ 

↑算定に当たっては、小数点第２位 

以下を切り上げる 

○ 新規指定の場合 

新設            半年          １年     ～次の３/３１まで 

定員の９０％ 

（期間①） 

期間①の平均利用者数 期間②の平均利用者数 

 

                                          

期間② 

 

○ 定員増の場合 

定員増           半年          １年     ～次の３/３１まで 

元々の定員＋定員の９０％ 

（期間①） 

期間①の平均利用者数 期間②の平均利用者数 

 

                                          

期間② 

 

 

 

※２０人→３０人の場合 

２０＋（１０×０．９）＝２９ 

 

○ 定員減の場合 

定員減         ３か月        ～次の３/３１まで   ～次の３/３１まで 

変更前の平均利用者数 

（期間①） 

期間①の平均利用者数 期間②の平均利用者数 

 

                                         

※前年度に定員減少前の期間がある場合は、当該期間を除く期間の平均値を用いる。 

※どの場合においても、新たに定員変更がない場合、推定数を用いた次年度の４月から

は、前年度１年間の実際の利用者数の平均値に基づいて人員配置を行う。 

 

 

 



解釈通知より抜粋 

就労定着支援 

新たに就労定着支援の事業を開始し、又は再開した事業者において、前年度において１年

未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者の数は、新設

等の時点から６月未満の間は、便宜上、一体的に運営する生活介護、自立訓練、就労移行

支援又は就労継続支援（以下「就労移行支援等」という。）を受けた後に一般就労（就労

継続支援Ａ型事業所への移行は除く。）し、就労を継続している期間が６月に達した者の

数の過去３年間の総数の７０％を利用者数とし、新設等の時点から６月以上１年未満の間

は、直近の６月における全利用者の延べ数を６で除して得た数とし、新設等の時点から１

年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者の延べ数を 12 で除して得た数

とする。 

自立生活援助 

新たに自立生活援助の事業を開始し、又は再開した事業者において、前年度において１年

未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者の数は、新設

等の時点から６月未満の間は、便宜上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行規則（平成 18 年厚生労働省令第 19 号。以下「規則」という。）第 34 

条 18 の３の第７号に規定する利用者の推定数の９０％を利用者の数とし、新設等の時点

から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者の延べ数を６月で除して得た

数とする。また、新設等の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全

利用者の延べ数を 12 月で除して得た数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 体制届について 

（１）加算を算定する場合の提出期日と加算の算定開始時期 

（単位数を増加する場合を含む） 

①算定月の前月１５日(必着)…翌月のサービス提供分から算定 

（例）６月１５日に提出⇒７月サービス提供分(６月請求)から加算算定 

１５日が閉庁日の場合には、直前の開庁日が締切になります。 

（例）１５日が日曜日⇒１３日金曜日が締切 

１６日以降に届いた分については、翌々月サービス提供分からの適用になります。余裕

をもって提出してください。 

（２）加算が算定されなくなる場合 

加算が算定されなくなる状況が生じた場合は、その事実が発生した日から加算の算

定ができなくなりますので、速やかに届出書を提出してください。また、この場合にお

いて届出を行わず、当該加算について請求を行った日合は不正請求となり、支払われた

介護給寸費等は市町村が返還措置を講じることになります。悪質な場合には行政処分

等をもって対処します。 

【提出書類】 

○介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 

※届出書は、ＧＨ用と入所・通所系用があります。 

〇介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（別紙） 

○別紙１介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 

○別紙２従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

○別紙３～加算に係る届出資料（※対象の加算分のみ添付） 

（３）請求前のホームページ確認のお願い 

事業所からの報酬請求情報が、各届出に基づいて管理しているデータと一致しない

場合、報酬が支払われない場合があります。 

障害福祉課では、毎月２５日頃に、市ホームページの事業所情報を更新しています。

必ず御確認いただき、届出内容届と異なる場含には、その月の２８日までに連絡をお願

いします。 

 

《事業所一覧の掲載場所》 

川口市ホームページ→事業者向け→福祉（事業者向け情報）→障害者施設・事業所等→障害

福祉サービス事業所等について→体制状況等について 

 

 

 

 



４ 変更届出書について 

指定申請時に届け出た内容に変更があった場合、原則として変更があった日から１０

日以内に届出書を提出してください。 

（１）提出先 障害福祉課施設係 

【提出書類】 

○変更届出書(様式第２３号) 

○添付書類……変更内容によって必要な書類が異なります。 

ホームページの「添付書類一覧」を御確認ください。 

※郵送提出で、副本に受理印が必要な場合は、副本と返信用封筒（切手も忘れずに）も同封

をお願いします。 

（２）提出期限 

・変更の日から１０日以内 

※ただし、平面図の変更は、必ず施設係担当者と事前相談をした後に行ってください。

原則として、変更に係る部分について現地確認を実施します。したがって、変更が生

じる前月１０日までに変更届の一式(「他法令遵守の確認表」も含む)をお願いします。 

（３）添付書類 

   Ｐ２９，３０参照 

《変更届書式の掲載場所》 

川口市ホームページ→事業者向け→福祉（事業者向け情報）→障害者施設・事業所等→障害

福祉サービス事業所等について→変更の届出について 

 

５ 廃止・休止・再開届出書の提出について 

事業を廃止・休止するときは、１月前までに休止・廃止届出書を提出します。（休止・

廃止期日につきましては、月単位となりますので、６月中に提出された休止・廃止につき

ましては、休止・廃止の期日は７月末となります。） 

なお、廃止・休止の際は、当該サービスを利用していた者が、必要な障害福祉サービス

を継続的に利用できるよう、必ず他の指定障害福祉サービス事業所や市町村、その他関係

者との連絡調整その他の便宜の提供を行ってください。 

【提出書類】 

○廃止・休止・再開届出書(様式第２４号) 

○利用者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト 

○利用者の希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等 

○その他、利用者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料 

《廃止・休止・再開届出書書式の掲載場所》 

川口市ホームページ→事業者向け→福祉（事業者向け情報）→障害者施設・事業所等→障害

福祉サービス事業所等について→更新・廃止・休止・再開届出について 



６ 新規申請、提供するサービスの追加申請について 

新たにサービスを始めたり、サービスを追加する場合には、電話予約の上、障害福祉課

へお越しください。なお、書類の不足及び追加・修正等がある場合には、サービス開始予

定日に指定ができなくなります。遅くとも、事業開始予定月の４か月前の月末（７月予定

なら３月末）を目途に、早めの相談をお願いします。 

 

７ 事故報告について 

サービス提供時間中は事故防止対策を徹底してください。万が一、事故等が発生した場

合には、速やかに当課へ報告してください。 

（１）対象となる事故等 

①障害児者施設等において利用者や職員等の生命、身体、財産に被害が生じた事件、事故。

利用者に対する虐待。利用者の行方不明 

②感染症又は食中毒による利用者や職員等の健康被害 

③自然災害(地震、台風)や火災などによる施設等の被害 

④情報漏えい、盗難等の犯罪被害など。 

（２）提出先 障害福祉課施設係 

（３）留意事項 

①速報は所定の様式によりすみやかにお願いします。 

②自然災害や火災等により、人的被害、施設設備に大きな被害が及んだ場合は、土日休日

夜間でも報告をお願いします。 

③関係機関に報告が必要な場合があります。 

（例：感染症、食中毒などについては、保健所にも報告） 

④事故報告については、「障害児(者)施設・グループホーム等危機管理マニュアル」を参

照してください。 

 ⑤報告様式 

ア 速報：電話連絡の上、「事故報告(速報)」で原則当日中に提出してください。 

イ 続報：詳細について「事故報告」で提出してください。 

ウ 最終報：今後の対策も含め「再発防止策報告書」を提出してください。 

《危機管理マニュアルの掲載場所》 

川口市ホームページ→事業者向け→福祉（事業者向け情報）→障害者施設・事業所等→障害

福祉サービス事業所等について→事故報告・危機管理・災害対応 

 

９ サービス管理責任者の研修体系の見直しについて 

  平成３１年４月より研修体系が見直されました。（Ｐ３１～参照） 

 研修受講可能な実務経験と、配置に必要な実務経験は異なります。  

※特区による実務経験年数の緩和は、令和３年３月３１日で終了しました。 



 


